
提出先

農林事務所

自然保護課

農林事務所

県・市
河川担当課

（Ａ４版縦型）

※主な図面…土地利用計画平面図、造成計画平面図、縦横断面図、流域系統図、排水系統図、
　　　　　　緑化計画平面図、防災施設構造図、道路計画図など

⑬図面※ （諮問→開催→答申）

⑭その他（工程表、登記簿、
　位置図、その他知事が
　必要と認める書類）

・市町長の意見聴取

（意見聴取→市町長から意見）

市町長の意見聴取後、　40日以内に決定

林地開発
許可

（条件を付す
　場合も）

・林地開発許可を得る ・許可等の処分の決定

（＊許可に条件を付したり、不
許可処分の場合も）

・開発行為の実施へ

⑨緑化計画書

⑩残置森林等維持管理誓約書 ・現地調査

⑪信用・資力を証する書類

⑫他法令、条例等の手続き ・森林審議会への諮問

＊審査事項の進捗は、
　別途
  補正協議等記録簿
　によって管理する。

①森林現況取りまとめ表 ・災害の防止

事前準備

・立地調査依頼 ・５条森林等の確認

・自然環境保全条例の協議 ・協定の締結

・地元自治会への周知・説明

②開発区域内の土地の明細表 ・水害の防止

林地開発
許可申請

（申請書
　受理後
　直ちに
　審査）

・許可申請書提出 ・申請書審査

＜申請書に添付する主な資料＞ 審査事項

⑧貯水池・沈砂池等の設置、水利
権者との協定書または同意書

・審査終了

③事業計画書 ・水の確保

④擁壁、盛土等の安定計算書 ・環境の保全

⑤土工計算書 ・信用・資力の調査

⑥排水計画書、⑦排水施設計算書 ・関係法令の手続き状況の確認

（洪水調整池の設置その他の
措置に関するもの）

・開発行為周知計画書の受理

・河川管理者への協議 ・河川調査地点等の同意

・他法令の手続き
　（土地利用事業、採石法、
　　盛土規制法、廃掃法等）

林地開発許可を得るまでの申請関係フローチャート
申請者

（事業者）
施行場所

区分 申請者（事業者） 県（農林事務所等）・市

・林地開発と
　並行して審査

県・市
関係課

補正依頼

準備が整ったら



レ点 提出日 受理日

（Ａ４版縦型）

・進捗状況報告

・残地森林等の維持管理協定書

完了確認 ・完了届
・完了現地調査

・完了届受理通知

・災害発生届
・確認調査

・確認調査の通知

＜変更許可＞

・変更許可申請
・変更許可に係る手続き

・変更許可等の処分の決定

・各種届の受理通知

・再開届

・地位承継届

・事業者変更届

＜災害発生時＞

・本体工事実施 ・指導や必要な措置など

各種の
届出等

＜各種届出書（例）＞

・変更届

・中止届

・許可期間延長届

・廃止届

開発行為
の実施

・着手届出書 ・指導や必要な措置など

・工程表 （場合により措置命令等も）

・定期査察

・防災工事着手 ・防災完了現地調査

・防災工事完了届

林地開発許可後、開発行為の実施から完了までのフローチャート
申請者

（事業者）
施行場所

区分 申請者（事業者） 県（農林事務所等）・市

・防災完了届受理通知


